
船舶インシデント調査報告書 

令和６年６月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 座洲 

発生日時 令和５年１０月２０日 ０７時０５分ごろ 

発生場所 静岡県沼津市沼津港 

 沼津港航路導流堤灯台から真方位２１５°２５０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０４.６′ 東経１３８°５１.０′） 

インシデントの概要  貨物船第二おりいぶは、沼津港へ入航中、浅所に座洲した。 

インシデント調査の経過 令和５年１１月９日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 第二おりいぶ、４９９トン 

１３６４６１、明港汽船株式会社（Ａ社） 

 乗組員等に関する情報 船長、三級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

 インシデントの経過  本船は、船長ほか４人が乗り組み、空船で、積み荷役を行う沼津港

北岸壁に着岸する目的で、待機していた静岡県静岡市清水港沖を抜錨

し、東進中、沼津港港口への接近に伴い、順次速力を減じ、船長が単

独で操船に、他の乗組員が船首及び船尾の入港配置につき、入港準備

作業を開始した。 

船長は、本船（全長約７６ｍ）で北岸壁に着岸する場合、港内では

入航して変針する場所が狭く、港口を通過後に約９０°変針する必要

があったので、港内での変針を小さくしようと東方寄りから進入する

針路を取っていた。 

本船は、沼津港港口南西方沖から港口に向けて左転中に北西風の影

響を受け、予定よりも東方に位置することになり、沼津港港口の南方

（狩
か

野
の

川河口）の浅所（以下「本件浅所」という。）に近づいていた

が、船長は、ＧＰＳプロッター画面上に表示された水深データの５ｍ

等深線内に入っていないので、安全であると思った。 

船長は、港口付近に支障となる船舶を見掛けず、航行を続けていた

ところ、急に減速して本船が動かなくなり、港口の本件浅所に座洲し

たことが分かった。 

 船長は、主機を後進に掛けて離脱を試みたが離洲できず、Ａ社に本

インシデントの発生を報告し、海上保安庁に通報した。 

本船は、Ａ社が手配したタグボートによって離洲し、浸水箇所の有

無及び航行の可否確認を行った後、自力航行して沼津港北岸壁に着岸



した。 

本船が使用していたＧＰＳプロッターは、本船建造（平成１０年９

月進水）後に装備されたが、その水深データ（以下「本件水深デー

タ」という。）を本インシデント後に調査したところ、本インシデン

ト発生場所の水深が実際は約３ｍであるのに対し、本件水深データは

約６ｍであった。 

本船の喫水は、船首約２.０ｍ、船尾約３.５ｍであった。 

船長は、過去に３～４回程度沼津港の出入港を経験しており、前回

は５～６年前に入港し、ＧＰＳプロッターに表示される５ｍ等深線を

目安として使用して入港できていたので、本事故当時も同様に使用し

ていた。 

海図Ｗ８２（内浦湾付近）によれば、沼津港は、南西端には港口が

あり、港口付近から東北東方向に約２００ｍ及び北北西方向に約４００

ｍの広さであり、同港の北側には東岸壁、北岸壁及び西岸壁がそれぞ

れ配置され、南東端には港奥の内港とを結ぶ小型船舶が往来する水路

がある。また、本インシデント発生場所の底質は粗砂である。なお、

海図の注意欄には、河口付近の水深は変化しやすいので注意すること

が記載されている。 

水路通報１９年１４号４３８項によれば、海図Ｗ８２（分図）「沼

津港」共）は補正図による小改正が行われ、狩野川河口に位置する５

ｍの等深線が西方に広がっている。 

運輸安全委員会の船舶事故ハザードマップ によれば、令和２年以

降、沼津港付近において、貨物船等の乗揚事故及び座洲が４件発生し

ていた。 

分析 本船は、沼津港港口に向けて航行中、船長が、港内での変針を小さ

くしようと東方寄りから進入する針路を取り、北西風によって予定し

ていた船位よりも東方に位置した際、ＧＰＳプロッターの水深表示よ

りも実際の水深が浅いことを知らずに航行を続けたことから、本件浅

所に座洲したものと考えられる。 

原因 

 

 本インシデントは、本船が、沼津港港口に向けて航行中、船長が、

港内での変針を小さくしようと東方寄りから進入する針路を取り、北

西風によって予定していた船位よりも東方に位置した際、ＧＰＳプロ

ッターの水深表示よりも実際の水深が浅いことを知らずに、航行を続

けたため、本件浅所に座洲したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、ＧＰＳプロッター等の海図データを常に最新とし、ＧＰ

Ｓプロッターやレーダー等を活用して船位を確認し、浅所から十

 

 「船舶事故ハザードマップ」とは、船舶事故や航行安全に関する情報を世界地図上に表示させる運輸安全委員

会によるインターネットサービスをいう。URL: https://jtsb.mlit.go.jp/hazardmap/ 



分に離れて航行すること。 

・船長は、河口付近等の水深は変化しやすいので、海図の注意欄の

内容をあらかじめ確認しておくこと。 

 

 


